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附
属
書
三
（
第
三
章
（
原
産
地
規
則
）
関
係
）

原
産
地
に
関
す
る
証
拠
書
類
の
基
本
的
な
記
載
事
項

原
産
地
証
明
書
の
基
本
的
な
記
載
事
項

基
本
的
な
記
載
事
項

説

明

輸
出
者
又
は
生
産
者
の
詳
細

輸
出
者
又
は
生
産
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
必
須
）
並
び
に
そ
の
他
の
連
絡
先
に
つ
い
て
の
詳

細
（
任
意
）

証
明
番
号

輸
出
締
約
国
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給
機
関
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る
原
産
地
証
明
書

ご
と
に
付
す
る
個
別
番
号

品
名
及
び
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号

品
名
（
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
（
六
桁
）
を
含
む
。
）
、
包
装
の
個
数
及
び
種
類
、
包
装
の

記
号
及
び
番
号
、
重
量
（
総
重
量
又
は
正
味
重
量
）
、
数
量
（
数
量
単
位
）
そ
の
他
の
計
量
値
（
リ
ッ

ト
ル
、
立
方
メ
ー
ト
ル
等
）
並
び
に
仕
入
書
の
番
号
及
び
日
付
並
び
に
積
送
さ
れ
る
貨
物
を
確
認
す
る

た
め
の
他
の
十
分
に
詳
細
な
情
報

特
恵
の
基
準

適
用
さ
れ
る
原
産
性
の
基
準
（
Ｗ
Ｏ
、
Ｐ
Ｅ
又
は
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）
。
原
産
地
規
則
は
、
第
三
章
（
原
産
地
規
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則
）
及
び
附
属
書
二
（
品
目
別
規
則
）
に
定
め
る
。

注
釈

関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
受
け
る
た
め
、
各
産
品
は
、
次
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
基

準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
恵
の
基
準

Ｗ
Ｏ

締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
第
三
・
三
条
（
原
産
地

規
則－

完
全
に
得
ら
れ
る
産
品
）
に
規
定
す
る
も
の

Ｐ
Ｅ

締
約
国
の
原
産
材
料
の
み
か
ら
当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
生
産
さ
れ
る
産
品

Ｐ
Ｓ
Ｒ

一
又
は
二
以
上
の
生
産
者
に
よ
っ
て
一
方
又
は
双
方
の
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
各
工
程
が

行
わ
れ
た
結
果
と
し
て
附
属
書
二
（
品
目
別
規
則
）
の
全
て
の
関
連
す
る
要
件
を
満
た
す
産

品
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
の
最
終
工
程
（
こ
の
協
定
の
第
三
・
七
条
（
原
産
地
規

則－

原
産
資
格
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
作
業
）
に
規
定
す
る
作
業
を
除
く
。
）
が
輸
出

締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の

そ
の
他

そ
の
他
の
全
て
の
関
連
す
る
原
産
性
の
基
準
又
は
要
件
の
明
示
（
僅
少
の
非
原
産
材
料
又
は
累
積
の
適

用
に
関
す
る
記
述
を
含
む
。
）

該
当
す
る
場
合
に
は
第
三
国
の
仕
入
書
の
使
用
、
遡
及
的
な
発
給
及
び
船
積
み
の
日
並
び
に
原
産
地
証

明
書
の
再
発
給
に
つ
い
て
の
記
述

両
締
約
国
で
合
意
す
る
そ
の
他
の
記
述

申
告

日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
経
済
連
携
協
定
の
規
定
の
適
用
上
、
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
旨
を
記
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載
し
た
輸
出
者
、
生
産
者
又
は
そ
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
に
よ
る
申
告

証
明

輸
出
締
約
国
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給
機
関
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る
証
明
で
あ
っ

て
、
原
産
地
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
産
品
が
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
き
、
第
三
章
（
原
産
地
規

則
）
の
全
て
の
関
連
す
る
要
件
を
満
た
す
旨
を
記
載
す
る
も
の

原
産
地
証
明
文
書
の
基
本
的
な
記
載
事
項

基
本
的
な
記
載
事
項

説

明

輸
出
者
又
は
生
産
者
の
詳
細

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

品
名
及
び
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号

品
名
（
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
（
六
桁
）
を
含
む
。
）
（
必
須
）
、
包
装
の
個
数
及
び
種

類
、
包
装
の
記
号
及
び
番
号
、
重
量
（
総
重
量
又
は
正
味
重
量
）
、
数
量
（
数
量
単
位
）
そ
の
他
の
計

量
値
（
リ
ッ
ト
ル
、
立
方
メ
ー
ト
ル
等
）
並
び
に
仕
入
書
の
番
号
及
び
日
付
並
び
に
積
送
さ
れ
る
貨
物

を
確
認
す
る
た
め
の
他
の
十
分
に
詳
細
な
情
報
（
判
明
し
て
い
る
場
合
）
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特
恵
の
基
準

適
用
さ
れ
る
原
産
性
の
基
準
（
Ｗ
Ｏ
、
Ｐ
Ｅ
又
は
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）
。
原
産
地
規
則
は
、
第
三
章
（
原
産
地
規

則
）
及
び
附
属
書
二
（
品
目
別
規
則
）
に
定
め
る
。

注
釈

関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
受
け
る
た
め
、
各
産
品
は
、
次
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
基

準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
恵
の
基
準

Ｗ
Ｏ

締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
第
三
・
三
条
（
原
産
地

規
則－

完
全
に
得
ら
れ
る
産
品
）
に
規
定
す
る
も
の

Ｐ
Ｅ

締
約
国
の
原
産
材
料
の
み
か
ら
当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
生
産
さ
れ
る
産
品

Ｐ
Ｓ
Ｒ

一
又
は
二
以
上
の
生
産
者
に
よ
っ
て
一
方
又
は
双
方
の
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
各
工
程
が

行
わ
れ
た
結
果
と
し
て
附
属
書
二
（
品
目
別
規
則
）
の
全
て
の
関
連
す
る
要
件
を
満
た
す
産

品
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
の
最
終
工
程
（
こ
の
協
定
の
第
三
・
七
条
（
原
産
地
規

則－

原
産
資
格
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
作
業
）
に
規
定
す
る
作
業
を
除
く
。
）
が
輸
出

締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の

そ
の
他

そ
の
他
の
全
て
の
関
連
す
る
原
産
性
の
基
準
又
は
要
件
の
明
示
（
僅
少
の
非
原
産
材
料
又
は
累
積
の
適

用
に
関
す
る
記
述
を
含
む
。
）

該
当
す
る
場
合
に
は
第
三
国
の
仕
入
書
の
使
用
に
つ
い
て
の
記
述

両
締
約
国
で
合
意
す
る
そ
の
他
の
記
述

証
明

輸
入
者
、
輸
出
者
又
は
生
産
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
証
拠
及
び
記
録
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
証
明
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で
あ
っ
て
、
原
産
地
証
明
文
書
に
記
載
さ
れ
た
産
品
が
、
第
三
章
（
原
産
地
規
則
）
の
全
て
の
関
連
す

る
要
件
を
満
た
し
、
及
び
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
経
済
連
携
協
定
の
適
用
上
、
当
該
産
品
が

原
産
品
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
も
の
並
び
に
そ
の
作
成
日

当
該
原
産
地
証
明
文
書
を
作
成
し
た
輸
入
者
、
輸
出
者
又
は
生
産
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所


